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防
長
守
護
小
考

佐

藤

秀

成

（
一
）

文
永
の
役
後
、
西
国
を
中
心
に
行
わ
れ
た
守
護
遷
替
の
一
つ

と
し
て
、
防
長
守
護
に
北
条
宗
頼
が
補
任
さ
れ
た
。
佐
藤
進
一

氏
は
こ
の
宗
頼
補
任
を
、
再
度
の
蒙
古
襲
来
に
備
え
、
守
護
に

は
指
揮
命
令
を
徹
底
す
る
た
め
の
強
い
指
揮
権
を
持
た
せ
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
、「
門
地
・
家
柄
と
い
う
外
形
的
な
権
威
」

か
ら
執
権
時
宗
の
弟
宗
頼
を
守
護
に
補
任
し
た
と
さ
れ
、
以
後

防
長
守
護
は
「
諸
国
一
般
の
守
護
以
上
に
強
力
な
権
力
を
も
ち
、

一
に
長
門
周
防
探
題
と
称
せ
ら
れ
た
（
1
）
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
防
長
守
護
に
関
す
る
近
年
の
研
究
で
は
、
藤
井
崇
氏
が

外
岡
慎
一
郎
氏
の
視
角
（
2
）
を
継
承
し
、「
広
域
支
配
機
関
の
地
域

権
力
化
の
度
合
い
に
着
目
」
し
て
防
長
守
護
を
「
長
門
探
題
」

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
3
）
。
こ
れ
に
対
し
秋
山
哲
雄
氏
は
、「
長
門

国
守
護
職
次
第
」
を
考
察
対
象
と
し
、
長
門
国
守
護
を
「
探

題
」
と
は
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
守
護
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
4
）
。

両
氏
以
前
に
は
、
川
添
昭
二
氏
が
文
書
に
記
さ
れ
た
「
長
門
探

題
」
の
呼
称
を
も
と
に
時
直
だ
け
を
「
探
題
」
と
し
、
そ
れ
以

前
を
守
護
と
さ
れ
（
5
）
、
ま
た
、
児
玉
真
一
氏
が
「
長
門
探
題
」
を

幕
府
の
組
織
の
一
つ
で
は
な
く
、
防
長
守
護
の
通
称
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
権
威
の
実
態
を
明
ら
か
に

は
な
し
得
て
い
な
い
（
6
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
防
長
守
護
を
「
探
題
」
と
捉
え
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
り
、
定
説
が
な
い
。
そ
こ

で
、
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
防
長
守
護
を

「
探
題
」
と
捉
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
防
長
守
護
発
給
文

書
・
受
給
文
書
及
び
関
連
文
書
の
分
析
を
中
心
に
若
干
の
考
察

を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

防
長
守
護
小
考

二
一
（
二
一
）



（
二
）

古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
長
門
探
題
」
の
呼
称
は
、
川
添
昭
二

氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
7
）
と
お
り
、『
伊
予
忽
那
文
書
』
元
弘
三

年
三
月
二
十
八
日
付
忽
那
重
清
軍
忠
状
（
8
）
に
「
長
門
周
防
探
題
上

野
前
司
時
直
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
唯
一
で
あ
る
。「
探

題
」
と
い
う
呼
称
に
関
し
て
は
、
熊
谷
隆
之
氏
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
9
）
よ
う
に
六
波
羅
探
題
で
さ
え
「
六
波
羅
探
題
」
と
記
さ
れ

た
文
書
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
だ
け
か
ら
考
え
る
と

防
長
守
護
に
対
す
る
「
長
門
周
防
探
題
上
野
前
司
時
直
」
の
呼

称
は
一
見
「
探
題
」
の
存
在
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
関
東
下
知
状
に
は
防
長
守
護
を
さ
し
て
「
守
護
」
と

記
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
残
存
（
10
）
し
て
い
る
。
ま
た
、
鎌
倉
幕
府
の

諸
機
関
等
を
規
定
し
て
い
る
『
沙
汰
未
練
書
』
に
は
、
六
波
羅

探
題
に
関
し
て
は
「
六
波
羅
ト
ハ
、
洛
中
警
護
并
西
国
成
敗
御

事
也
」、
鎮
西
探
題
に
関
し
て
は
「
鎮
西
九
国
成
敗
事

管
領
、

頭
人
、
奉
行
、
如
六
波
羅
在
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

「
長
門
探
題
」
に
関
す
る
記
述
は
一
切
な
い
。
つ
ま
り
関
東
下

知
状
及
び
『
沙
汰
未
練
書
』
か
ら
は
、「
長
門
探
題
」
な
る
機

関
は
存
在
せ
ず
、
長
門
・
周
防
に
は
守
護
が
在
任
し
、「
長
門

周
防
探
題
上
野
前
司
時
直
」
は
俗
称
の
域
を
で
る
も
の
で
は
な

い
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
探
題
」
と
は
ど
う
い
っ
た
機
関
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
熊
谷
氏
は
六
波
羅
探
題
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
る
中
で
、

「
探
題
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
（
11
）
。

「
探
題
」
と
い
う
語
は
、
鎌
倉
幕
府
に
お
い
て
は
六
波
羅
と

博
多
の
首
班
の
み
な
ら
ず
、
関
東
の
執
権
と
連
署
に
対
し
て

も
使
わ
れ
、
聴
訴
裁
断
を
お
こ
な
う
役
、
つ
ま
り
裁
許
状
に

署
判
を
す
え
る
役
職
の
こ
と
を
意
味
し
た
。
ま
た
、
引
付
の

首
班
で
あ
る
引
付
頭
人
を
さ
す
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場

合
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
熊
谷
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
探
題
」
を
裁
許
機
関
と

捉
え
た
と
き
、
防
長
守
護
の
発
給
文
書
中
に
六
波
羅
探
題
や
鎮
西

探
題
の
よ
う
な
裁
許
状
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
防
長
守
護
の
性

格
付
け
の
一
つ
の
指
標
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
表
１
（
12
）
は
管

見
に
よ
る
防
長
守
護
発
給
文
書
の
一
覧
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
は
、

次
の
史
料
一
が
唯
一
の
裁
許
状
と
し
て
見
出
せ
る
。

﹇
史
料
一
（
13
）
﹈

長
門
国
御
家
人
光
富
小
次
郎
氏
久
并
伯
父
久
朝
与
同
国
成
吉

名
給
主
河
田
谷
六
郎
政
行
・
田
浦
九
郎
三
郎
景
重
相
論
守
光

名
田
畠
山
野
事
、

右
、
両
方
申
旨
子
細
雖
多
、
所
詮
、
件
田
畠
山
野
依
為
成
吉
名

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

二
二
（
二
二
）



内
、
令
領
知
之
所
、
糺
返
当
知
行
仁
之
後
、
有
子
細
事
、
可
経

訴
訟
之
旨
、
被
仰
含
之
間
、
既
返
与
氏
久
畢
、
但
当
名
本
主
長

越
五
郎
依
差
遣
�
弱
代
官
、
被
押
領
畢
、
且
本
領
主
成
吉
尼
為

当
名
内
之
旨
、
出
注
文
之
由
、
政
行
等
雖
申
之
、
従
承
久
以
来
、

氏
久
等
父
祖
知
行
之
条
、
不
論
申
歟
、
年
記
已
経
数
拾
年
畢
、

非
沙
汰
限
之
状
、
下
知
如
件
、

建
治
三
年
正
月
廿
三
日

（
北
条
宗
頼
）

修
理
権
亮
判

長
門
国
守
光
名
に
関
す
る
長
門
国
御
家
人
光
富
小
次
郎
氏
久
・

伯
父
久
朝
と
同
国
成
吉
名
給
主
河
田
谷
六
郎
政
行
・
田
浦
九
郎
三

郎
景
重
と
の
相
論
に
際
し
、
年
紀
法
を
も
っ
て
裁
許
し
た
裁
許
状

で
あ
る
。
こ
の
裁
許
状
の
発
給
者
北
条
宗
頼
は
、
文
永
の
役
後
の

異
国
警
固
強
化
の
た
め
に
防
長
守
護
に
就
任
し
た
も
の
で
あ
り
、

執
権
時
宗
の
弟
と
い
う
出
自
（
14
）
、
ま
た
周
防
・
長
門
と
い
う
防
衛
上

の
重
要
拠
点
の
守
護
と
い
う
位
置
か
ら
強
い
権
限
が
与
え
ら
れ
、

そ
の
権
限
の
一
つ
が
右
の
よ
う
な
裁
許
権
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

な
く
も
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
他
国
の
守
護
の
活
動
徴
証
に
も

裁
許
状
の
発
給
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
（
15
）
、
史
料
一
の
わ
ず
か
一
通

か
ら
防
長
守
護
を
六
波
羅
探
題
や
鎮
西
探
題
と
並
ぶ
裁
許
機
関
と

断
定
す
る
こ
と
は
拙
速
と
言
え
よ
う
。

﹇
史
料
二
（
16
）
﹈

大
隅
国
禰
寝
南
俣
院
地
頭
職
事

右
職
者
、
貞
応
三
年
十
月
廿
七
日
曾
木
太
郎
重
能
帯
文
治
三
年

三
月
十
三
日
故
右
大
将
殿
御
判
御
下
文
案
・
遠
景
入
道
施
行
并

元
久
二
年
七
月
廿
八
日（
北
条
時
政
）

遠
江
入
道
殿
御
下
知
状
訴
申
之
間
、
就

一
方
之
申
状
、
依
難
裁
断
、
給
問
状
於
重
能
之
処
、
今
禰
寝
次

郎
清
重
法
師
子
息
□
冠
者
清
綱
帯
建
仁
三
年
七
月
三
日
左
衛
門

督
御
教
書
・
遠
江
入
道
殿
御
副
文
并
建
保
五
年
正
月
日
問
注
所

勘
状
、
同
年
八
月
廿
二
日
右
大
臣
殿
政
所
下
文
・
貞
応
三
年
四

月
十
四
日
（
北
条
義
時
）

右
京
権
大
夫
殿
御
下
知
状
・
同
年
五
月
廿
六
日

（
北
条
時
房
）

相
模
・（
北
条
泰
時
）

武
蔵
両
守
殿
御
副
文
等
、
訴
申
之
間
、
見
合
両
方
証
文

之
処
、
建
保
五
年
於
問
注
所
、
彼
是
対
決
之
後
、
就
勘
状
同
年

八
月
賜
政
所
下
文
之
上
、
貞
応
三
年
四
月
又
自
大
夫
殿
賜
安
堵

之
御
下
知
畢
、
其
上
不
及
問
注
歟
、
仍
於
件
職
者
、
清
重
法
師

男
清
綱
如
元
無
相
違
可
領
掌
之
、
但
有
此
外
之
子
細
者
、
可
尋

糺
之
状
、
下
知
如
件
、

嘉
禄
元
年
八
月

日

（
北
条
朝
時
）

散
位
平
（
花
押
）

右
の
史
料
二
は
、
大
隅
国
禰
寝
南
俣
院
地
頭
職
を
め
ぐ
る
訴
訟

に
対
す
る
守
護
北
条
朝
時
の
裁
許
状
で
あ
る
。
藤
井
崇
氏
は
史
料

一
の
裁
許
に
関
し
、「
防
長
御
家
人
の
幕
府
へ
の
出
訴
を
許
可
す

る
か
棄
却
す
る
か
の
選
択
に
起
因
す
る
程
度
の
裁
判
権
は
原
則
的

に
付
与
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
17
）
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る

防
長
守
護
小
考

二
三
（
二
三
）



が
、
こ
の
史
料
二
も
幕
府
へ
の
出
訴
に
及
ば
な
い
も
の
と
考
え
ら

れ
る
訴
訟
へ
の
裁
許
状
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
史
料
一
・
史
料
二
を

比
較
検
討
し
た
と
き
、
史
料
一
を
も
っ
て
「
探
題
」
と
位
置
付
け

る
に
ふ
さ
わ
し
い
裁
許
権
を
持
っ
た
機
関
の
裁
許
状
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
つ
ま
り
、
史
料
一
か
ら
北
条
宗
頼
を
「
長
門
探
題
」
と

す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
防
長
守
護
発
給
文
書
全
体
を
通
覧
し
、
裁
許
権
以
外
の

面
か
ら
、
他
国
の
守
護
の
活
動
徴
証
（
18
）
と
比
較
し
た
場
合
も
、
防
長

守
護
の
権
限
に
特
筆
す
べ
き
も
の
は
見
出
せ
な
い
。

さ
て
、「
探
題
」
は
裁
許
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
有
す
る

権
限
を
広
域
に
お
よ
ぼ
し
た
広
域
統
括
機
関
で
も
あ
っ
た
。
六
波

羅
探
題
は
「
西
国
」
を
、
鎮
西
探
題
は
「
鎮
西
九
国
」
を
そ
の
管

轄
圏
と
す
る
広
域
統
括
機
関
で
あ
り
、
探
題
の
下
に
は
各
国
の
守

護
が
存
在
し
た
（
19
）
。
仮
に
「
長
門
探
題
」
を
想
定
す
る
と
、「
探

題
」
管
轄
下
に
長
門
国
守
護
・
周
防
国
守
護
が
設
置
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
発
給
文
書
の
宛
所
等
に
長
門
国
守
護
・
周

防
国
守
護
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
表
１
よ
り
宛
所
に
記
さ

れ
た
文
書
受
給
者
を
検
討
す
る
と
、
平
左
衛
門
尉
は
得
宗
被
官
の

平
頼
綱
と
考
え
ら
れ
、
守
護
に
比
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
長
門
掃

部
左
衛
門
尉
・
伊
藤
左
衛
門
尉
・
小
笠
原
二
郎
入
道
蓮
念
・
小
笠

原
彦
太
郎
は
い
ず
れ
も
一
般
御
家
人
の
庶
流
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ

も
守
護
に
比
定
で
き
ず
、
防
長
守
護
の
被
官
、
守
護
代
と
考
え
ら

れ
る
（
20
）
。
さ
ら
に
、
小
野
太
郎
三
郎
は
豊
浦
郡
小
野
村
と
縁
故
の
あ

る
武
士
（
21
）
と
考
え
ら
れ
、
厚
六
郎
左
衛
門
入
道
は
厚
狭
郡
厚
狭
郷
よ

り
起
っ
た
厚
氏
で
あ
る
（
22
）
。
光
富
小
次
郎
は
豊
浦
郡
光
富
名
を
苗
字

の
地
と
す
る
武
士
で
あ
り
、
永
富
氏
も
永
富
名
を
苗
字
の
地
と
す

る
武
士
で
あ
る
（
23
）
。
小
野
氏
以
下
は
い
ず
れ
も
在
地
武
士
で
あ
り
、

こ
れ
ら
も
守
護
に
比
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
文
書
受

給
者
に
「
探
題
」
管
轄
下
の
守
護
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
文
書
か
ら
読
み
取
れ
る
職
権
事
項
や
文
書
受
給
者
を

検
討
し
た
結
果
、
防
長
守
護
の
発
給
文
書
か
ら
は
「
長
門
探
題
」

を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）

前
節
に
お
い
て
は
、
発
給
文
書
の
分
析
か
ら
防
長
守
護
を
「
長

門
探
題
」
と
規
定
し
得
る
か
ど
う
か
考
察
を
加
え
た
が
、
本
節
で

は
受
給
文
書
か
ら
そ
の
機
能
・
権
限
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

表
２
（
24
）
は
防
長
守
護
を
宛
所
と
す
る
文
書
の
一
覧
で
あ
る
。
異
国
降

伏
祈
祷
の
命
令
、
裁
許
の
下
達
命
令
、
二
宮
造
営
関
連
の
命
令
が

関
東
か
ら
の
御
教
書
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
六
波
羅
探
題
か

ら
の
文
書
が
、
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
三
通
残
存
し
、
守
護
代
・
地

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

二
四
（
二
四
）



頭
ら
の
押
領
・
非
法
行
為
の
子
細
調
査
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

﹇
史
料
三
（
25
）
﹈

長
門
国
阿
弥
陀
院
寺
別
当
代
相
恵
申
、
当
寺
敷
地
堺
内
壱
町
余

事
、
去
永
仁
五
年
九
月
七
日
関
東
御
教
書
如
此
、
前
守
護
代
押

領
云
々
、
何
様
可
候
哉
、
仍
執
達
如
件
、

永
仁
六
年
四
月
十
六
日
（
北
条
宗
方
）

右
近
将
監
（
花
押
）

（
北
条
宗
宣
）

前
上
野
介
（
花
押
）

武
蔵（
北
条
時
仲
）

右
近
大
夫
将
監
殿

史
料
三
の
六
波
羅
御
教
書
は
、
阿
弥
陀
寺
別
当
代
相
恵
が
、
敷

地
内
の
一
町
余
を
守
護
代
が
押
領
し
た
と
訴
え
た
こ
と
に
関
す
る

審
理
過
程
で
、
関
東
か
ら
六
波
羅
探
題
へ
出
さ
れ
た
調
査
命
令
を

受
け
て
、
六
波
羅
探
題
が
さ
ら
に
現
地
長
門
国
守
護
北
条
時
仲
に

調
査
を
命
じ
た
施
行
状
で
あ
る
。
次
の
史
料
四
は
関
東
か
ら
六
波

羅
探
題
へ
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
調
査
命
令
の
関
東
御
教
書
で
あ
る
。

﹇
史
料
四
（
26
）
﹈

長
門
国
阿
弥
陀
寺
別
当
代
相
恵
申
、
当
寺
敷
地
堺
内
壱
町
余
事
、

右
大
将
家
御
消
息
副
訴
状

具
書
、
如
此
、
早
可
被
尋
成
敗
之
状
、
依
執

達
如
件
、

永
仁
五
年
九
月
七
日

（
北
条
宣
時
）

陸
奥
守
（
花
押
）

（
北
条
貞
時
）

相
模
守
（
花
押
）

（
北
条
宗
宣
）

上
野
前
司
殿

（
北
条
宗
方
）

右
近
大
夫
将
監
殿

右
の
関
東
御
教
書
は
、
関
東
申
次
西
園
寺
実
兼
か
ら
の
訴
状
を

う
け
て
関
東
か
ら
六
波
羅
探
題
へ
出
さ
れ
た
調
査
命
令
で
あ
る
が
、

こ
の
史
料
三
・
史
料
四
の
二
通
の
文
書
か
ら
は
、
当
該
案
件
に
関

す
る
訴
訟
の
経
過
と
し
て
、
関
東
か
ら
六
波
羅
探
題
へ
、
六
波
羅

探
題
か
ら
現
地
長
門
国
守
護
へ
と
命
令
の
伝
達
が
な
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
長
門
国
守
護
は
関
東
か
ら
命

令
を
直
接
受
け
た
の
で
は
な
く
、
六
波
羅
探
題
を
介
し
て
受
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
示
す
史
料
五
・
史
料
六
も
六
波
羅
探
題
か
ら
長
門

国
守
護
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
松
嶽
寺

の
僧
が
寺
領
を
地
頭
に
濫
妨
さ
れ
こ
と
を
訴
え
た
こ
と
に
始
ま
る

裁
判
過
程
で
の
「
尋
沙
汰
」
を
六
波
羅
探
題
が
現
地
長
門
国
守
護

に
命
じ
た
文
書
で
あ
る
。
史
料
五
と
史
料
六
の
間
に
は
十
五
年
の

時
間
の
経
過
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
史
料
五
の
段
階
で
は
濫
妨
を

完
全
に
は
停
止
し
え
ず
、
史
料
六
に
至
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
史
料
六
を
う
け
て
長
門
国
守
護
北
条
時
直
は
九
月
・
十

月
の
二
度
に
わ
た
っ
て
地
頭
厚
六
郎
左
衛
門
入
道
に
宛
て
て
召
文

を
発
給
し
て
い
る
（
27
）
。

﹇
史
料
五
（
28
）
﹈

長
門
国
厚
狭
郡
松
嶽
寺
々
僧
申
、
同
国
厚
保
地
頭
朝
尚
濫
妨
当

防
長
守
護
小
考

二
五
（
二
五
）



＊1

＊2
＊2

遺文番号

12257
12650
14015
17572

18673

23745

25506
26871
27316
27765
28531
28546
29024
29754

30262

31262

26839

26933

27318

出 典

豊後日名子文書
萩藩閥閲録七十一小野貞右衛門所持
長府毛利家文書
防長風土記注進案八吉田宰判山野井村
櫟木家文書
大和尊勝院文書
赤間神宮文書
赤間神宮文書
龍王神社文書
赤間神宮文書
赤間神宮文書
赤間神宮文書
三浦家文書
長門忌宮神社文書
長門一宮住吉神社文書
長門一宮住吉神社文書
萩藩閥閲録九九ノニ内藤小源太
二階堂氏正統家譜十
防長風土記注進案八吉田宰判山野井村
防長風土記注進案八吉田宰判山野井村
防長風土記注進案八吉田宰判山野井村
長門一宮住吉神社文書
長門忌宮神社文書
長門忌宮神社文書
武久家文書
保阪潤治所蔵手鑑
武久家文書

長門一宮住吉神社文書

長門一宮住吉神社文書

長門一宮住吉神社文書

内 容

豊後国御家人の出訴を保留させた経緯を幕府に注進
裁許
免田の承認
異国降伏祈祷の徹底を伝達
召文
関東御教書の施行
灯油船の免除を認可
灯油料船の免除を認可
異国降伏祈祷の徹底を伝達
灯油料船の勘過料の徴収を認可
殺生禁断の範囲拡大
周辺への一般人の居住禁止
下知状下達の施行
二宮造営費用負担の伝達
一宮社番役勤仕命令
一宮廻廊材木注文にかかる注進状催促
下知状下達の施行
当年所務の事、沙汰命令
召文
再度の召文
再度の召文
一宮正殿造営に関する訴訟の散状提出命令
二宮荘内の守護分領を社家一円領とする命令
二宮造営用途催促
犯科人捕縛命令
大般若経転読料所寄進
護良親王・楠木正成誅伐命令施行

某」を「北条兼時」とした。
書には袖判がないが同様に時綱の奉書である。

一宮廻廊材木注文による沙汰伝達

一宮廻廊修理徹底催促

一宮廻廊材木納日記の持参を伝達

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

二
六
（
二
六
）



表 1 防長守護発給文書一覧

＊1……鎌倉遺文は「平某書下」とするが『花押かがみ三 鎌倉時代二』より「平
＊2……時綱の奉書であり、鎌倉遺文26839号文書・26933号文書・27318号文

宛 所

平左衛門尉（平頼綱カ）

松岳寺院主御房
自万覚仏房
安田保地頭代
長門掃部左衛門尉
伊藤左衛門尉
小笠原二郎入道（蓮念）
伊藤左衛門尉
伊藤左衛門尉
伊藤左衛門尉

小野太郎三郎
小笠原彦太郎
小笠原彦太郎

金田庄直人等
厚六郎左衛門入道
厚六郎左衛門入道
厚六郎左衛門入道

二宮大宮司
光富小次郎女子
永富弥太郎（季通）

永富紀藤大夫跡（忠季）

小笠原彦太郎

小笠原彦太郎

小笠原彦太郎

署 判 者

修理亮（宗頼）（花押）
修理権亮（宗頼）判
平（兼時）（花押）
前上総介（実政）御判
前上総介（実政）（花押）
前上総介（実政）在御判
（袖花押）（実政）
（袖花押）（時仲）
御判
（袖花押）（時村）
（袖花押）（時村）
（袖花押）（時村）
前近江守平（時仲）（花押）
前近江守（時仲）（花押）
（袖花押）（時仲）
（袖花押）（時仲）
前尾張守平（時仲）判
前上野介（時直）（花押）
前上野介（時直）（花押）
前上野介（時直）（花押）
前上野介（時直）（花押）
前上野介（時直）（花押）
前上野介（時直）（花押）
前上野介（時直）（花押）
前上野介（時直）（花押）
従五位下前上野介平時直（花押）
前上野介（時直）（花押）

時綱

時綱

時綱在判 為綱

文 書 名

北条宗頼書状
北条宗頼下知状案
北条兼時書下
北条実政書下案
北条実政御教書
北条実政施行状案
北条実政袖判御教書
北条時仲袖判御教書
北条時村施行状写
北条時村袖判御教書
北条時村袖判御教書
北条時村袖判御教書
平時仲施行状
北条時仲御教書
北条時仲袖判御教書
北条時仲袖判御教書
北条時仲施行状案
北条時直御教書
北条時直御教書
北条時直御教書
北条時直御教書
北条時直御教書
北条時直御教書
北条時直御教書
北条時直御教書
北条時直寄進状
北条時直御教書

時綱奉書案

時綱奉書

時綱・為綱連署奉書

年 月 日

（建治二年）三月八日
建治三年正月廿三日
弘安三年七月十二日
正応四年三月十日
正応四年五月廿三日
永仁二年十月十日
永仁四年八月十日
正安元年十二月廿二日
正安二年七月廿三日
正安三年八月廿五日
正安三年八月廿五日
正安三年九月二日
延慶二年八月十八日
正和元年七月九日
正和四年五月十二日
文保二年十二月三日
元応元年十一月十八日
元亨元年四月十五日
元亨三年九月廿二日
元亨三年十月八日
正中二年三月二日
嘉暦二年二月廿九日
嘉暦二年六月十二日
嘉暦三年五月十七日
嘉暦三年九月廿二日
元徳二年十月廿八日
正慶二年二月十日

文保二年十一月六日

文保三年正月十四日

（元応元年カ）十一月廿三日

防
長
守
護
小
考

二
七
（
二
七
）



寺
免
田
内
北
坂
本
沓
野
開
発
田
并
同
荒
野
事
、
院
宣
・
西
園
寺

家
御
消
息
副
具
書
、
如
此
、
子
細
見
状
、
早
可
被
尋
沙
汰
候
、
恐
々

謹
言
、徳

治
三
年
九
月
廿
七
日

（
北
条
貞
顕
）

越
後
守
（
花
押
）

（
北
条
時
仲
）

近
江
守
殿

﹇
史
料
六
（
２９
）
﹈

長
門
国
松
嶽
寺
々
僧
申
、
当
寺
領
地
頭
濫
妨
事
、
綸
旨
・

（
西
園
寺
実
衡
）

右
大
将
家
御
消
息
副
解
状

具
書
、
如
此
、
子
細
見
状
候
、
仍
執
達
如
件
、

元
亨
三
年
八
月
十
三
日

（
北
条
範
貞
）

右
近
将
監
在
判

（
北
条
維
貞
）

陸
奥
守

（
北
条
時
直
）

上
野
前
司
殿

こ
の
史
料
五
・
史
料
六
の
二
通
が
先
の
史
料
三
と
相
違
す
る
点

は
、
院
宣
・
綸
旨
と
関
東
申
次
施
行
状
を
受
理
し
た
の
が
六
波
羅

探
題
で
あ
り
、
そ
の
六
波
羅
探
題
が
案
件
処
理
の
た
め
に
当
該
の

長
門
国
守
護
へ
調
査
を
命
じ
、
そ
の
間
に
関
東
か
ら
の
指
示
を
受

け
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
史
料
六
に
示
さ
れ
た
「
右
大
将

家
御
消
息
（
30
）
」
は
六
波
羅
探
題
北
条
維
貞
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
受
け
た
六
波
羅
探
題
は
史
料
六
を
も
っ
て
長
門
国
守

護
北
条
時
直
に
現
地
の
調
査
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
森
茂
暁
氏
が
、

朝
廷
へ
提
訴
さ
れ
た
訴
訟
が
六
波
羅
探
題
へ
移
管
さ
れ
て
き
た
場

合
、「
六
波
羅
探
題
が
関
東
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
な
く
、
独
自
の

裁
量
に
お
い
て
活
動
し
た
」
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
（
31
）
が
、
こ
の
史
料

五
・
史
料
六
は
ま
さ
に
そ
の
事
例
と
い
え
る
。

さ
て
、
こ
の
朝
廷
へ
提
訴
さ
れ
た
訴
訟
が
関
東
へ
移
管
さ
れ
る

の
か
、
六
波
羅
探
題
へ
移
管
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
外
岡
慎

一
郎
氏
が
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
（
32
）
。「
関
東
移
管
の
訴
訟

案
件
を
抽
出
す
る
と
、
大
ま
か
に
、
①
興
福
寺
・
春
日
社
関
係
、

②
港
湾
・
関
所
関
係
、
③
禅
宗
寺
院
関
係
、
④
諸
国
有
力
寺
社
関

係
、
⑤
そ
の
他
の
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
」。
こ
れ
に

対
し
、
六
波
羅
探
題
へ
移
管
さ
れ
た
案
件
に
関
し
て
は
、「
若
干

の
例
外
を
除
い
て
、
六
波
羅
探
題
所
轄
の
諸
国
内
で
発
生
し
た
殺

害
・
刃
傷
・
押
領
・
年
貢
抑
留
等
の
犯
罪
に
関
す
る
内
容
に
一
括

で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
森
氏
も
外
岡
氏
の
整
理
を
支
持
さ
れ

て
い
る
が
（
33
）
、
こ
こ
に
示
し
た
史
料
三
・
史
料
四
か
ら
は
関
東
へ
提

訴
さ
れ
た
案
件
の
一
つ
が
守
護
代
の
「
押
領
」
停
止
要
請
で
あ
り
、

史
料
五
・
史
料
六
か
ら
は
地
頭
の
濫
妨
停
止
要
請
が
六
波
羅
探
題

に
よ
っ
て
所
掌
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
三
・
史
料
四

の
長
門
国
阿
弥
陀
寺
を
「
諸
国
有
力
寺
社
」
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
が
、
外
岡
氏
の
整
理
を
今
一
度
確
認
す
る
と
、
関
東
へ
移
管

さ
れ
る
訴
訟
案
件
は
有
力
「
寺
社
の
修
造
等
に
関
す
る
訴
訟
」
と

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
押
領
」
に
関
す
る
訴
訟
は
む
し
ろ
六
波
羅

探
題
へ
移
管
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
三
・
史
料

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

二
八
（
二
八
）



四
は
氏
の
言
わ
れ
る
「
若
干
の
例
外
」
の
範
疇
で
考
え
る
べ
き
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
訴
訟
移
管
先
の
区
分
に
関
し
て
は
私
自
身

確
た
る
見
解
を
有
さ
な
い
の
で
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
朝
廷
か
ら
関
東
へ
移
管
さ
れ
た
案
件
を

六
波
羅
探
題
が
施
行
す
る
ケ
ー
ス
と
、
朝
廷
か
ら
六
波
羅
探
題
へ

移
管
さ
れ
た
案
件
を
六
波
羅
探
題
が
直
接
指
示
命
令
を
下
す
ケ
ー

ス
の
二
通
り
が
あ
り
、
六
波
羅
探
題
へ
移
管
さ
れ
た
訴
訟
案
件
に

関
し
て
は
、
森
氏
の
言
わ
れ
る
（
34
）
ご
と
く
、「
関
東
の
指
示
を
仰
ぐ

こ
と
な
く
独
自
の
裁
量
」
で
処
理
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
次
に
示
す
鎮
西
探
題
宛
の
御
教
書
か
ら
も
示
す
こ

と
が
で
き
る
。

﹇
史
料
七
（
35
）
﹈

（
長
宣
）

菅
三
品
雑
掌
宗
清
申
、
薩
摩
国
々
分
寺
領
家
与
友
貞
和
与
事
、

今
年
三
月
三
日
綸
旨
・（
西
園
寺
実
衡
）

内
大
臣
家
御
消
息
副
具
書
、
如
此
、
子
細
載

状
候
、
仍
執
達
如
件
、

正
中
二
年
三
月
十
三
日

（
北
条
範
貞
）

左
近
将
監
御
判

（
北
条
貞
将
）

前
越
後
守
御
判

（
北
条
英
時
）

武
蔵
修
理
亮
殿

薩
摩
国
国
分
寺
の
下
地
と
年
貢
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
御
家

人
国
分
友
貞
と
の
間
で
和
与
が
成
立
し
た
こ
と
を
菅
原
長
宣
家
雑

掌
宗
清
が
報
告
し
、
こ
の
報
告
に
基
づ
い
て
鎮
西
探
題
か
ら
和
与

承
認
の
下
知
状
を
得
る
た
め
に
菅
原
長
宣
が
朝
廷
へ
申
し
出
た
結

果
、
朝
廷
か
ら
当
該
案
件
を
移
管
さ
れ
た
六
波
羅
探
題
が
鎮
西
探

題
へ
案
件
の
処
理
を
命
じ
た
御
教
書
が
右
の
史
料
七
で
あ
る
。
鎮

西
探
題
か
ら
下
知
状
が
発
給
さ
れ
て
和
与
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
こ
の
案
件
が
六
波
羅
探
題
か
ら
鎮
西
探
題
へ
と
い
う

残
存
文
書
で
は
他
に
類
例
の
な
い
経
路
で
処
理
さ
れ
た
こ
と
は
、

朝
廷
か
ら
六
波
羅
探
題
へ
移
管
さ
れ
た
訴
訟
案
件
に
関
し
て
は
、

関
東
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
な
く
六
波
羅
探
題
独
自
の
裁
量
で
処
理

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
（
36
）
も
の
と
な
る
。

こ
こ
で
今
一
度
、
本
節
の
論
点
を
整
理
す
る
と
、
六
波
羅
探
題

か
ら
防
長
守
護
に
対
し
訴
訟
案
件
の
処
理
が
命
じ
ら
れ
た
文
書
の

伝
達
経
路
に
起
因
す
る
防
長
守
護
の
位
置
付
け
と
い
う
点
に
あ
る
。

朝
廷
か
ら
直
接
六
波
羅
探
題
へ
移
管
さ
れ
た
案
件
は
、
六
波
羅
探

題
か
ら
処
理
命
令
が
下
さ
れ
、
た
と
え
そ
の
訴
訟
対
象
地
が
鎮
西

探
題
の
管
轄
下
で
あ
っ
て
も
六
波
羅
探
題
か
ら
鎮
西
探
題
へ
と
い

う
文
書
伝
達
経
路
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

関
東
へ
移
管
さ
れ
た
案
件
は
関
東
で
検
討
さ
れ
た
後
に
、
西
国
に

関
す
る
案
件
は
関
東
か
ら
六
波
羅
探
題
へ
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
、

六
波
羅
探
題
か
ら
当
該
国
の
守
護
へ
施
行
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
関
東
か
ら
の
指
示
を
施
行
し
た
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
（
37
）
と
、

朝
廷
か
ら
移
管
さ
れ
た
案
件
処
理
の
た
め
六
波
羅
探
題
が
発
給
し

防
長
守
護
小
考

二
九
（
二
九
）



た
文
書
と
の
間
に
同
じ
権
限
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
史
料
三
の
六
波
羅
探
題
御
教
書
は
、
関
東
か
ら
の

御
教
書
を
当
該
国
の
守
護
北
条
時
仲
へ
と
施
行
し
た
も
の
で
あ
り
、

史
料
五
・
史
料
六
・
史
料
七
と
は
違
っ
た
権
限
で
発
給
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
は
、
文
書
受
給
者

の
相
対
的
な
違
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
史
料
五
の
北
条
時

仲
、
史
料
六
の
北
条
時
直
と
史
料
七
の
北
条
英
時
は
同
じ
位
置
関

係
に
あ
る
の
だ
が
、
文
書
発
給
に
際
し
た
六
波
羅
探
題
の
権
限
の

差
異
か
ら
、
史
料
三
の
北
条
時
仲
と
は
文
書
受
給
者
と
し
て
の
位

置
関
係
も
異
な
っ
て
く
る
。
六
波
羅
探
題
は
関
東
か
ら
の
指
示
命

令
を
西
国
守
護
へ
施
行
す
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
し
て
い
る
が
、

鎮
西
探
題
へ
宛
て
た
施
行
例
は
な
く
、
鎮
西
探
題
へ
宛
て
て
は
関

東
か
ら
直
接
、
文
書
が
発
給
さ
れ
て
い
た
。
朝
廷
か
ら
六
波
羅
探

題
へ
移
管
さ
れ
た
案
件
処
理
は
あ
く
ま
で
特
殊
な
事
象
で
あ
り
、

鎮
西
探
題
宛
の
史
料
七
を
も
っ
て
史
料
三
の
北
条
時
仲
宛
文
書
と

同
権
限
の
文
書
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
史
料
三
の
北
条

時
仲
と
史
料
五
の
北
条
時
仲
は
同
一
人
物
で
は
あ
る
が
、
史
料
五

を
従
来
の
文
書
伝
達
経
路
の
枠
外
と
し
た
場
合
、
こ
こ
で
は
史
料

三
の
文
書
伝
達
経
路
よ
り
北
条
時
仲
を
守
護
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
書
伝
達
経
路
か
ら
は
、
鎮
西
探
題
と

並
ぶ
「
長
門
探
題
」
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
に
は
防
長

守
護
を
認
め
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
受
給
文
書
か
ら

は
「
探
題
」
の
存
在
を
示
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

〔
通
常
の
文
書
伝
達
経
路
〕

関
東

六
波
羅
探
題

管
轄
下
守
護

鎮
西
探
題

管
轄
下
守
護

〔
朝
廷
か
ら
六
波
羅
探
題
へ
移
管
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
文
書
伝

達
経
路
〕六

波
羅
探
題

管
轄
下
守
護

鎮
西
探
題

管
轄
下
守
護

（
四
）

さ
て
、
守
護
の
職
権
の
一
つ
に
管
国
内
御
家
人
へ
の
軍
事
指
揮

権
が
あ
る
。
文
永
の
役
後
、
長
門
国
守
護
二
階
堂
行
忠
は
長
門
国

沿
岸
警
固
の
た
め
の
御
家
人
が
不
足
し
て
い
る
旨
を
幕
府
へ
訴
え
、

増
援
を
要
請
し
て
い
る
。
幕
府
は
こ
の
要
請
を
容
れ
て
、
周
防
・

安
芸
両
国
に
対
し
、
長
門
国
へ
の
増
援
を
命
じ
て
い
る
。
次
の
史

料
八
は
安
芸
国
守
護
武
田
信
時
に
宛
て
、
管
国
内
御
家
人
を
率
い

て
長
門
国
警
固
へ
向
か
う
よ
う
命
じ
た
関
東
御
教
書
で
あ
る
。
周

防
国
守
護
に
宛
て
た
御
教
書
は
残
存
し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く

同
様
の
御
教
書
が
発
給
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

﹇
史
料
八
（
38
）
﹈

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

三
〇
（
三
〇
）



長
門
国
警
固
事
、
御
家
人
不
足
之
由
、
信
乃（
二
階
堂
行
忠
）

判
官
入
道
行
一
令

言
上
之
間
、
所
被
寄
周
防
・
安
芸
也
、
異
賊
襲
来
之
時
者
、
早

三
ヶ
国
相
共
、
可
令
禦
戦
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

建
治
元
年
五
月
十
二
日

（
北
条
義
政
）

武
蔵
守
在
判

（
北
条
時
宗
）

相
模
守
在
判

武
田（
信
時
）

五
郎
次
郎
殿

そ
の
後
ま
も
な
く
、
御
家
人
動
員
命
令
は
備
後
国
へ
も
発
せ
ら

れ
、
次
の
史
料
九
の
関
東
御
教
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
前
者
同

様
、
周
防
・
備
後
両
国
守
護
宛
の
御
教
書
は
残
存
し
て
い
な
い
が
、

こ
の
両
国
守
護
へ
も
御
教
書
は
発
給
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

﹇
史
料
九
（
39
）
﹈

長
門
国
警
固
事
、
無
勢
之
由
、
被
聞
食
之
間
、
所
被
寄
周
防
・

安
芸
・
備
後
也
、
且
四
箇
国
結
番
、
警
固
要
害
之
地
、
且
異
賊

襲
来
者
、
相
共
可
令
防
戦
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

建
治
元
年
五
月
廿
日

（
北
条
義
政
）

武
蔵
守
在
判

（
北
条
時
宗
）

相
模
守
在
判

武
田（
信
時
）

五
郎
次
郎
殿

翌
年
に
な
る
と
、
長
門
国
警
固
の
た
め
の
動
員
は
山
陽
・
南
海

両
道
へ
と
拡
大
さ
れ
、
さ
ら
に
御
家
人
の
み
な
ら
ず
、
本
所
一
円

地
住
人
等
も
動
員
さ
れ
た
こ
と
が
次
の
史
料
十
か
ら
わ
か
る
。

﹇
史
料
十
（
40
）
﹈

異
国
用
心
事
、
以
山
陽
・
南
海
道
勢
、
可
被
警
固
長
門
国
也
、

於
地
頭
補
任
之
地
者
、
来
十
月
中
、
可
差
遣
子
息
之
由
、
被
仰

下
畢
、
早
催
具
安
芸
国
地
頭
御
家
人
并
本
所
一
円
之
地
住
人
等
、

可
令
警
固
長
門
国
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

建
治
二
年
八
月
廿
四
日

（
北
条
義
政
）

武
蔵
守

（
北
条
時
宗
）

相
模
守
在
判

武
田（
信
時
）

五
郎
次
郎
殿

右
の
史
料
八
・
史
料
九
・
史
料
十
か
ら
は
安
芸
国
守
護
武
田
信

時
の
管
国
内
へ
の
軍
事
指
揮
権
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

安
芸
国
の
御
家
人
・
本
所
一
円
地
住
人
等
を
率
い
て
長
門
国
へ
到

着
し
た
武
田
信
時
に
対
し
て
、
長
門
国
守
護
は
ど
の
よ
う
な
権
限

を
有
し
て
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
長
門
国
守
護
が
安
芸
国
守

護
へ
具
体
的
な
警
固
地
の
指
定
な
ど
を
行
っ
た
こ
と
は
推
察
さ
れ

る
が
、
長
門
国
守
護
が
上
級
権
力
者
と
し
て
安
芸
国
守
護
に
対
し

て
「
軍
事
指
揮
権
」
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
権
限
を
有
し
て
い
た
か
ど

う
か
は
、
右
の
史
料
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
史

料
八
・
史
料
九
に
記
さ
れ
た
「
相
共
」
や
史
料
九
の
「
四
箇
国
結

番
」
の
文
言
か
ら
は
対
等
の
立
場
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
史

料
十
が
発
給
さ
れ
た
建
治
二
年
に
は
長
門
国
守
護
に
北
条
宗
頼
が

補
任
さ
れ
て
お
り
、「
門
地
・
家
柄
と
い
う
外
形
的
な
権
威
」
か

ら
宗
頼
の
有
す
る
権
限
の
大
き
さ
が
考
え
ら
れ
る
の
や
も
知
れ
な

防
長
守
護
小
考

三
一
（
三
一
）



い
が
、
史
料
八
・
史
料
九
と
史
料
十
を
比
較
し
た
と
き
、
そ
の
よ

う
な
権
限
の
拡
大
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
に
、

長
門
国
守
護
が
、
山
陽
・
南
海
道
諸
国
の
守
護
に
対
し
、
上
級
権

力
者
と
し
て
の
軍
事
指
揮
権
を
有
し
て
い
た
と
は
言
い
得
な
い
の

で
あ
る
。

﹇
史
料
十
一
（
41
）
﹈

異
賊
事
、
御
用
心
厳
密
也
、
来
八
月
中
差
下
子
息
於
安
芸
国
所

領
、
賊
船
若
入
門
司
関
者
、
早
随
守
護
人
之
催
促
、
属
長
門
国

軍
陣
、
可
令
致
防
戦
忠
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

弘
安
四
年
閏
七
月
十
一
日
（
北
条
時
宗
）

相
模
守
（
花
押
）

児
玉
六
郎
殿
・
同（
家
親
）

七
郎
御
中

右
の
史
料
十
一
は
弘
安
の
役
に
際
し
、
関
東
か
ら
直
接
安
芸
国
御

家
人
児
玉
繁
行
・
家
親
へ
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
動
員
命
令
の
御
教

書
で
あ
る
。
も
し
賊
船
が
門
司
関
に
乱
入
し
た
時
に
は
、
守
護
の

催
促
に
し
た
が
っ
て
「
長
門
国
軍
陣
」
に
属
し
、
防
戦
す
る
よ
う

命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
長
門
国
軍
陣
」
と
は
、

お
そ
ら
く
史
料
八
・
史
料
九
の
「
長
門
国
警
固
」
を
、
実
戦
を
想

定
し
て
言
い
か
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
御
教

書
か
ら
も
長
門
国
守
護
が
安
芸
国
守
護
を
そ
の
指
揮
下
に
置
い
て

い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
（
42
）
の
で
あ
る
。

蒙
古
襲
来
に
際
し
、
あ
る
い
は
備
え
る
状
態
に
あ
っ
て
、
長
門

国
守
護
が
警
固
の
た
め
に
来
国
し
た
諸
国
の
守
護
に
対
し
上
級
権

力
者
と
し
て
の
軍
事
指
揮
権
を
有
し
て
い
た
と
は
残
存
史
料
か
ら

言
い
得
な
い
。
つ
ま
り
軍
事
指
揮
権
の
視
点
か
ら
、「
諸
国
一
般

の
守
護
以
上
に
強
力
な
権
力
」
を
有
す
る
よ
う
な
「
探
題
」
を
想

定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
長
門
守
護
は
安
芸
以
下
の
諸
国
守

護
と
「
相
共
」
に
警
護
に
あ
た
る
守
護
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。

（
五
）

防
長
守
護
発
給
文
書
及
び
受
給
文
書
、
さ
ら
に
関
連
文
書
を
通

覧
、
分
析
し
て
き
た
が
、
防
長
守
護
を
「
長
門
探
題
」
と
し
得
る

だ
け
の
確
た
る
徴
証
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
逆
に
そ

の
受
給
文
書
中
に
六
波
羅
探
題
発
給
の
文
書
を
認
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
ら
れ
よ
う
。

私
は
か
つ
て
拙
稿
（
43
）
に
お
い
て
、
文
書
伝
達
経
路
よ
り
六
波
羅
探

題
の
機
能
を
考
察
し
、
六
波
羅
探
題
を
関
東
か
ら
西
国
へ
宛
て
た

文
書
の
「
施
行
機
関
」、「
関
東
を
凌
駕
で
き
な
い
で
い
た
中
間
統

括
機
関
」
と
位
置
付
け
た
。
朝
廷
か
ら
移
管
さ
れ
た
訴
訟
案
件
の

処
理
に
関
し
て
は
、
六
波
羅
探
題
は
関
東
の
指
示
命
令
か
ら
独
立

し
た
権
限
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
朝
廷
か
ら
関
東
へ

移
管
さ
れ
た
事
項
に
関
し
て
は
、
関
東
か
ら
西
国
守
護
へ
の
命
令

（
繁
行
）

史
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伝
達
の
際
の
「
文
書
施
行
機
関
」
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

六
波
羅
探
題
が
関
東
か
ら
の
指
示
命
令
を
鎮
西
探
題
へ
宛
て
て
施

行
し
た
文
書
は
存
在
せ
ず
、
鎮
西
探
題
へ
は
関
東
か
ら
御
教
書
が

直
接
発
給
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
六
波
羅
探
題
か
ら
文
書
を
伝

達
さ
れ
る
受
給
者
を
六
波
羅
探
題
と
同
等
の
「
探
題
」
と
位
置
付

け
る
こ
と
は
、
鎮
西
探
題
宛
文
書
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
も
困

難
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
史
料
三
・
史
料
四
に
よ
っ
て
示
さ

れ
る
文
書
伝
達
経
路
よ
り
文
書
受
給
者
北
条
時
仲
が
「
長
門
探

題
」
で
は
な
く
、
防
長
守
護
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

『
沙
汰
未
練
書
』
に
「
長
門
探
題
」
の
規
定
は
な
く
、
ま
た
発

給
文
書
か
ら
「
長
門
探
題
」
と
言
え
る
確
た
る
活
動
徴
証
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
蒙
古
襲
来
に
際
し
て
の
動
員
命
令

に
も
「
長
門
探
題
」
の
指
示
に
随
う
よ
う
記
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。

こ
れ
に
受
給
文
書
に
関
す
る
考
察
結
果
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
長
門
探
題
」
な
る
呼
称
は
俗
称
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
実
態
は
あ
く
ま
で
防
長
守
護
と
結
論
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
先
行
研
究
を
こ
え
る
新
た
な
見
解
を
示
す
ま
で
に
は

至
ら
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
関
連
文
書
を
通
し
て
防
長
守
護
に

関
す
る
私
見
を
整
理
し
た
。
多
く
の
ご
意
見
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

註（
１
）
佐
藤
進
一
『
増
訂

鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
。
以
下
、
佐
藤
進
一
第
一
著
書
）。

（
２
）
外
岡
慎
一
郎
「
鎌
倉
幕
府
指
令
伝
達
ル
ー
ト
の
一
考
察
」（『
古

文
書
研
究
』
二
二
、
一
九
八
三
年
）、「
六
波
羅
探
題
と
西
国
守
護
」

（『
日
本
史
研
究
』
二
六
八
、
一
九
八
四
年
）、「
鎌
倉
末
〜
南
北
朝
期

の
守
護
と
国
人
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
三
三
、
一
九
九
一
年
）、「
使

節
遵
行
と
地
域
社
会
」（『
歴
史
学
研
究
』
六
九
〇
、
一
九
九
六
年
）

等
。

（
３
）
藤
井
崇
「
鎌
倉
期
「
長
門
探
題
」
と
地
域
公
権
」（『
日
本
歴

史
』
六
八
九
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
４
）
秋
山
哲
雄
「
長
門
国
守
護
職
を
め
ぐ
っ
て
」（『
北
条
氏
権
力
と

都
市
鎌
倉
』
第
三
部
第
三
章
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
５
）
川
添
昭
二
「
長
門
探
題
」（『
国
史
大
辞
典
』、
一
九
八
九
年
）。

（
６
）
児
玉
真
一
「
文
永
・
弘
安
の
役
を
契
機
と
す
る
防
長
守
護
北
条

氏
の
一
考
察
」（『
白
山
史
学
』
三
〇
、
一
九
九
四
年
。
以
下
、
児
玉

真
一
第
一
論
文
）。「
鎌
倉
時
代
後
期
に
お
け
る
防
長
守
護
北
条
氏
」

（『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
七
一
、
一
九
九
四
年
。
以
下
、
児
玉
真
一

第
二
論
文
）。

（
７
）
川
添
昭
二
前
掲
文
。

（
８
）
『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
〇
六
八
号
。

（
９
）
熊
谷
隆
之
「
六
波
羅
探
題
考
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
三
―
七
、

二
〇
〇
四
年
）。

（
１０
）
『
東
京
大
学
法
学
部
資
料
室
所
蔵
文
書
』
弘
安
十
年
十
月
十
三

日
付
関
東
下
知
状
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
三
六
六
号
）
に
は
「
守

護
人
前
上
総
介
実
政
」、『
三
浦
家
文
書
』
文
保
元
年
八
月
廿
三
日
付

防
長
守
護
小
考

三
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（
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関
東
下
知
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
未
収
録
）
に
は
「
守
護
人
尾
張
前
司

時
仲
」
と
あ
る
。

（
１１
）
熊
谷
隆
之
前
掲
論
文
。

（
１２
）
児
玉
真
一
第
一
論
文
所
収
の
「
表
２

防
長
守
護
北
条
氏
の
活

動
」
か
ら
管
見
に
触
れ
た
も
の
を
ま
と
め
た
。
防
長
守
護
と
「
長
門

探
題
」
の
関
係
を
考
察
対
象
と
し
て
い
る
た
め
文
永
の
役
以
降
を
表

に
ま
と
め
て
い
る
。

石
井
進
『
中
世
国
家
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）

お
よ
び
児
玉
真
一
第
一
論
文
で
は
、『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
八
三
九
号

時
綱
奉
書
案
・
二
六
九
三
三
号
時
綱
奉
書
案
・
二
七
三
一
八
号
時

綱
・
為
綱
連
署
奉
書
案
を
北
条
時
仲
袖
判
御
教
書
案
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

ま
た
、「
正
安
元
年
十
二
月
廿
二
日
付
け
北
条
時
仲
袖
判
御
教

書
」
の
時
仲
を
、
藤
井
崇
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
守
護
正
員
時
村
の

守
護
代
と
し
、
秋
山
哲
雄
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
守
護
正
員
時
村
の

名
代
と
し
て
い
る
。「
袖
判
」
と
い
う
書
式
か
ら
は
守
護
代
と
す
る

よ
り
名
代
と
考
え
た
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
守
護
発

給
文
書
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
掲
出
し
た
。

（
１３
）
「
萩
藩
閥
閲
録
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
六
五
〇
号
）。

（
１４
）
秋
山
哲
雄
は
前
掲
論
文
で
、
宗
頼
の
就
任
を
時
宗
か
宗
政
の
名

代
的
な
立
場
と
し
て
の
長
門
下
向
と
さ
れ
て
い
る
。

（
１５
）
佐
藤
進
一
第
一
著
書
。
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研

究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。
初
版
、
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三

年
。）。

（
１６
）
「
�
寝
文
書
」（『
鎌
倉
遺
文
』
三
四
〇
〇
号
）。

（
１７
）
藤
井
崇
前
掲
論
文
。

（
１８
）
佐
藤
進
一
第
一
著
書
。

（
１９
）
摂
津
国
守
護
・
播
磨
国
守
護
を
六
波
羅
探
題
北
方
が
兼
ね
て
い

る
こ
と
や
、
丹
波
国
守
護
を
六
波
羅
探
題
南
方
が
、
肥
前
国
守
護
を

鎮
西
探
題
が
兼
ね
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
例
外
と
す
る
。

（
２０
）
児
玉
真
一
第
一
論
文
。

（
２１
）
大
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
三
年
）。

（
２２
）
大
田
亮
前
掲
著
書
。

（
２３
）
『
鎌
倉
遺
文
』
は
一
一
六
三
一
号
文
書
を
某
書
下
（「
正
閏
史
料

外
編
二
武
久
季
督
家
」）
と
し
、
宛
所
を
「
長
門
守
護
代
守
富
氏
」

と
し
て
い
る
が
、『
山
口
県
史
』
で
は
長
門
国
守
護
二
階
堂
行
忠
書

下
と
し
、
宛
所
を
「
長
門
守
護
代
永
富
氏
」
と
し
て
い
る
。『
山
口

県
史
』
に
従
え
ば
、
永
富
氏
は
二
階
堂
行
忠
の
被
官
と
し
て
長
門
国

に
下
国
し
永
富
名
を
領
し
た
か
、
あ
る
い
は
二
階
堂
行
忠
が
在
地
の

永
富
氏
を
登
用
し
た
か
と
な
る
。

（
２４
）
児
玉
真
一
第
一
論
文
所
収
の
「
表
２

防
長
守
護
北
条
氏
の
活

動
」
か
ら
管
見
に
触
れ
た
も
の
を
ま
と
め
た
。
表
１
同
様
、
防
長
守

護
と
「
長
門
探
題
」
の
関
係
を
考
察
対
象
と
し
て
い
る
た
め
文
永
の

役
以
降
を
表
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
永
仁
六
年
四
月
十
六
日
付
け
六
波
羅
御
教
書
案
」
の
名
宛
人
時

仲
も
註（
１２
）と
同
様
、
守
護
正
員
時
村
の
名
代
と
考
え
た
い
。

ま
た
、「
徳
治
三
年
九
月
廿
七
日
付
け
六
波
羅
御
教
書
」
は
書
状

形
式
で
あ
り
、
秋
山
哲
雄
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
熊
谷
隆
之
の
分
類

（「
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
日
本
史
研

究
』
四
六
〇
、
二
〇
〇
〇
年
））
か
ら
時
仲
を
「
通
常
の
守
護
と
は

異
な
る
存
在
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

時
仲
を
他
の
防
長
守
護
と
比
較
し
た
り
、
そ
の
上
で
の
位
置
付
け
を

史
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さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
論
証
は
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

書
状
形
式
に
関
し
て
は
私
自
身
、
確
た
る
も
の
を
有
さ
な
い
の
で
後

考
を
期
し
た
い
。

（
２５
）
「
赤
間
神
宮
文
書
」（『
鎌
倉
遺
文
』
未
収
録
）。

（
２６
）
「
長
府
毛
利
家
文
書
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
四
四
五
号
）。

（
２７
）
「
防
長
風
土
注
進
案
八
吉
田
宰
判
山
野
井
村
」（『
鎌
倉
遺
文
』

二
八
五
三
一
号
と
二
八
五
四
六
号
）。

長
門
国
松
嶽
寺
々
僧
申
当
寺
領
北
坂
本
沓
野
田
地
并
荒
野
等
事
、
綸

旨
并
今
年
八
月
十
三
日
六
波
羅
施
行
副
解
状

具
書
、
如
此
、
子
細
見
状
、
早

可
被
参
対
、
仍
執
達
如
件
、

元
亨
三
年

九
月
廿
二
日

（
北
条
時
直
）

前
上
野
介
（
花
押
）

厚
六
郎
左
衛
門
入
道
殿

長
門
国
松
嶽
寺
々
僧
申
、
当
寺
領
北
坂
本
沓
野
以
下
事
、
重
申
状
如

此
、
就
綸
旨
并
六
波
羅
施
行
、
先
度
催
促
畢
、
所
詮
、
来
廿
五
日
以

前
、
可
被
参
対
、
仍
執
達
如
件
、

元
亨
三
年
十
月
八
日

（
北
条
時
直
）

前
上
野
介
（
花
押
）

厚
六
郎
左
衛
門
入
道
殿

（
２８
）
「
防
長
風
土
注
進
案
八
吉
田
宰
判
山
野
井
村
」（『
鎌
倉
遺
文
』

二
三
三
九
二
号
）。

（
２９
）
「
防
長
風
土
注
進
案
八
吉
田
宰
判
山
野
井
村
」（『
鎌
倉
遺
文
』

二
八
四
八
三
号
）。

（
３０
）
「
防
長
風
土
注
進
案
八
吉
田
宰
判
山
野
井
村
」（『
鎌
倉
遺
文
』

二
八
四
七
九
号
）。

長
門
国
松
嶽
寺
々
僧
申
当
寺
領
地
頭
濫
妨
事
、
綸
旨
副
具
書
、
如
此
、
子

細
見
状
候
歟
之
由
、（
西
園
寺
実
衡
）

右
大
将
殿
可
申
旨
候
也
、
恐
々
謹
言
、

（
元
亨
三
年
）

八
月
六
日

沙
彌
静
悟

謹
上
（
北
条
維
貞
）

陸
奥
守
殿

こ
の
文
書
に
示
さ
れ
た
綸
旨
を
次
に
示
す
。「
防
長
風
土
注
進
案
八

吉
田
宰
判
山
野
井
村
」（『
鎌
倉
遺
文
』
二
八
四
七
五
号
）。

長
門
国
松
嶽
寺
々
僧
申
当
寺
領
地
頭
濫
妨
事
、
吉
田（
定
房
）

大
納
言
状
副
具
書
、

如
此
、
可
尋
沙
汰
之
旨
、
可
令
仰
遣
武
家
給
之
由
、

天
気
所
候
也
、
仍
言
上
如
件
、
季
房
誠
恐
謹
言
、

（
元
亨
三
年
）

八
月
二
日

勘
解
由
次
官
季
房

謹
上
（
西
園
寺
実
衡
）

右
大
将
殿

（
３１
）
森
茂
暁
『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九

一
年
）。

（
３２
）
外
岡
慎
一
郎
「
鎌
倉
後
期
の
公
武
交
渉
に
つ
い
て
」（『
敦
賀
論

叢
』
一
、
一
九
八
七
年
）

（
３３
）
森
茂
暁
前
掲
著
書
。

（
３４
）
森
茂
暁
前
掲
著
書
。

（
３５
）
「
薩
摩
国
分
寺
文
書
」（『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
〇
四
三
号
）。

一
連
の
関
連
文
書
と
し
て
菅
三
位
家
雑
掌
宗
清
申
状
（『
鎌
倉
遺

文
』
二
九
〇
一
六
号
）、
菅
三
位
家
和
与
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
〇

一
七
号
）、
後
醍
醐
天
皇
綸
旨
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
〇
二
六
号
）、

西
園
寺
実
衡
御
教
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
〇
一
七
号
）、
鎮
西
下
知

状
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
一
五
八
号
）
が
残
存
し
て
い
る
。

（
３６
）
外
岡
慎
一
郎
註（
３２
）論
文
、
森
茂
暁
前
掲
著
書
で
も
六
波
羅
探

題
か
ら
鎮
西
探
題
へ
の
文
書
伝
達
経
路
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る

防
長
守
護
小
考

三
五
（
三
五
）



＊1

＊2

遺文番号

17195

17532

18605

21934

22964

23392

23801

28483

29690

30143
30783

出 典

防長風土記注進案八吉田宰判山野井村

長門一宮住吉神社文書

東京大学史料編纂所所蔵文書

赤間神宮文書

龍王神社文書

長府毛利文書

三浦家文書

防長風土記注進案八吉田宰判山野井村

長門忌宮神社文書

長門忌宮神社文書

長門忌宮神社文書

長門忌宮神社文書

長門忌宮神社文書

防長風土記注進案八吉田宰判山野井村

長門忌宮神社文書

長門忌宮神社文書
長門忌宮神社文書

長門忌宮神社文書

典とする同文の文書である。
は「嘉元三年」の誤りである。鎌倉遺文 22297号文書は同文の案文である。

内 容

寺社への異国降伏祈祷の徹底を命じられる

異国降伏祈祷の巻数の献上を命じられる

地頭の非法行為の子細報告を命じられる

押領事件の子細調査命令

異国降伏祈祷の徹底を伝達

寺領と守護領との境界調査を命じられる

裁許状の下達命令

地頭の非法行為の子細報告を命じられる

二宮造営先例報告命令

二宮造営の段別米銭賦課命令

二宮造営沙汰命令

二宮造営沙汰命令

二宮造営沙汰命令

地頭濫妨事件の子細調査命令

二宮庄内守護分領を社家一円領とするよう
命じられる
二宮造営の段別米銭賦課命令
二宮造営役催促命令

二宮造営日時徹底命令

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

三
六
（
三
六
）



表 2 防長守護宛文書一覧

＊1……鎌倉遺文 17533号文書は「防長風土記注進案八吉田宰判山野井村」を出
＊2……東京大学史料編纂所古文書データベースより、鎌倉遺文の「嘉元二年」

宛 所

上総前司（実政）

上総前司（実政）

上総前司（実政）

武蔵右近大夫将監（時仲）

武蔵守（時村）

右馬権頭（�時）

武蔵右近大夫将監（時仲）

近江守（時仲）

近江前司（時仲）

近江前司（時仲）

近江前司（時仲）

尾張前司（時仲）

尾張前司（時仲）

上野前司（時直）

上野前司（時直）

上野前司（時直）
上野前司（時直）

上野前司（時直）

署 判 者

陸奥守（宣時）御判
相模守（貞時）御判
陸奥守（宣時）
相模守（貞時）
陸奥守（宣時）（花押）
相模守（貞時）（花押）
右近将監（宗方）（花押）
前上野介（宗宣）（花押）
陸奥守（宣時）御判
相模守（貞時）御判
陸奥守（宗宣）（花押）
相模守（師時）（花押）
陸奥守（宗宣）（花押）
相模守（師時）（花押）
越後守（貞顕）（花押）
陸奥守（宗宣）（花押）
相模守（師時）（花押）
陸奥守（宗宣）（花押）
相模守（師時）（花押）
陸奥守（宗宣）（花押）
相模守（高時）（花押）
武蔵守（貞顕）（花押）
相模守（高時）（花押）
武蔵守（貞顕）（花押）
右近将監（範貞）在判
陸奥守（維貞）
相模守（貞時）（花押）
修理大夫（惟貞）（花押）
相模守（守時）（花押）
相模守（守時）（花押）
右馬権頭（茂時）（花押）
相模守（守時）（花押）

文 書 名

関東御教書案

関東御教書案

関東御教書

六波羅御教書案

関東御教書写

関東御教書

関東御教書

六波羅御教書

関東御教書

関東御教書

関東御教書

関東御教書

関東御教書

六波羅御教書案

関東御教書

関東御教書
関東御教書

関東御教書

年 月 日

正応二年十一月二日

正応四年二月三日

永仁二年七月廿七日

永仁六年四月十六日

正安二年七月十三日

嘉元三年八月五日

徳治二年五月九日

徳治三年九月廿七日

延慶二年四月八日

延慶二年十一月七日

応長二年三月二十日

正和四年八月五日

文保三年正月廿五日

元亨三年八月十三日

嘉暦元年十二月廿日

嘉暦三年二月十六日
元徳元年十一月廿九日

元徳三年六月廿五日

防
長
守
護
小
考

三
七
（
三
七
）



が
、
関
東
へ
移
管
さ
れ
た
訴
訟
内
容
と
の
整
理
に
関
し
、
前
述
の
よ

う
な
不
十
分
さ
が
見
ら
れ
た
り
、
官
制
上
の
問
題
で
も
整
理
し
き
れ

て
い
な
い
。

（
３７
）
拙
稿
「
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
の
伝
達
経
路
に
関
す
る
若
干
の

考
察
」（『
古
文
書
研
究
』
四
一
・
四
二
合
併
号
、
一
九
九
五
年
）
に

お
い
て
、
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。

（
３８
）
「
東
寺
百
合
文
書
ヨ
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
九
一
〇
号
）。
同
文

の
文
書
が
「
白
河
本
東
寺
文
書
五
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
九
一
一

号
）
に
も
存
在
す
る
。

（
３９
）
「
東
寺
百
合
文
書
ゐ
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
九
一
三
号
）。

（
４０
）
「
東
寺
百
合
文
書
り
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
四
四
九
号
）。

（
４１
）
「
毛
利
家
児
玉
文
書
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
三
八
九
号
）。
児
玉

左
衛
門
入
道
宛
、
同
文
の
案
文
が
「
萩
藩
閥
閲
録
十
九
児
玉
四
郎
兵

衛
所
持
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
三
九
〇
号
）
に
あ
る
。

（
４２
）
秋
山
哲
雄
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、「
こ
の
文
書
か
ら
は
、
長

門
守
護
が
通
常
の
守
護
と
は
異
な
る
軍
事
指
揮
権
を
持
っ
て
い
た
と

推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
藤

井
崇
が
前
掲
論
文
で
示
さ
れ
た
防
長
守
護
の
「
両
使
」
派
遣
シ
ス
テ

ム
を
「
一
般
的
な
守
護
よ
り
も
大
き
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
と
し
て

も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
」
と
評
価
し
た
こ
と
に
よ
る
が
、
こ
の
史

料
十
一
か
ら
「
長
門
守
護
が
通
常
の
守
護
と
は
異
な
る
軍
事
指
揮
権

を
持
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
」
と
ま
で
言
い
得
る
か
疑

問
で
あ
る
。

（
４３
）
前
掲
拙
稿
。
こ
の
論
文
で
私
は
史
料
六
を
「
長
門
探
題
」
へ
宛

て
た
文
書
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
に
あ
た
り
防
長
守
護
宛
と
訂
正
す

る
。

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

三
八
（
三
八
）


